
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 

○
　

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

 
 

完

了

 
 

目
　

　

　

次

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

担

当

課

（

室

）

 

○
　

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

 
 

 
 

【

告
　

　

　

示

】

定

の

一

部

改

正

 
 

 

○
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

（

県

例

規

集

登

載

） 

 
 

 
 

の

更

新

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

○
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

○
　

岡

山

・

香

川

連

合

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

開

海

区

漁

業

調

整

委

員

 

 
 

 
 

の

辞

退

催

会

○
　

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

障

害

福

祉

課

○
　

岡

山

・

兵

庫

県

瀬

戸

内

海

連

合

海

区

漁

業

調

整

〃

 

関

の

指

定

の

更

新

委

員

会

の

開

催

 
 

 

○
　

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

 
 

関

の

指

定

に

係

る

事

項

の

変

更

 
 

○
　

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

 
 

○
　

保

安

林

の

解

除

予

定

〃

 
 

○
　

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課
 

 

○
　

道

路

の

供

用

開

始

〃

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 
 

○
　

農

業

振

興

地

域

の

区

域

の

変

更

農

村

振

興

課

 
 

○
　

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

 
 

○
　

公

共

測

量

の

終

了

〃

 
 

○
　

〃

〃

 

○
　

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

 
 

の

完

了

 
 

○
　

〃

〃

○
　

〃

〃

岡

山

県

公

報

　　令和８年２月６日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１２７７５号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
六
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
□ 

令
和
八
年
二
月
六
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

更
新
年
月
日 

あ
お
ば
薬
局 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
宮
尾
二
八
五―

二
一 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

  

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
七
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
□ 

令
和
八
年
二
月
六
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

辞
退
年
月
日 

ク
オ
□
ル
薬
局
高
梁
南
町
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
梁
市
南
町
七
〇 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
八
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
□ 

令
和
八
年
二
月
六
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

更
新
年
月
日 

井
原
医
師
会
訪
問
看
護
ス
テ
□
シ
□
ン 

 
 

 
 

 
 

 
 

井
原
市
井
原
町
一
八
一―

五 
 

 
 

 
 
 

 

訪
問
看
護
□
腎
臓
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
一
日 

津
山
口
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
津
山
口
五
七―

四 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
九
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
を
受
理
し
た
□ 

令
和
八
年
二
月
六
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

 

指
定
に
係
る
事
項
を
変
更
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

変
更
事
項 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

変
更
前 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

変
更
後 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

変
更
年
月
日 

ク
オ
□
ル
薬
局
高
梁
南
町
店 

 
 

 
 

 
 

医
療
機
関
の
所
在
地 

 
 
 

 
 
 

高
梁
市
南
町
七
〇 

 
 
 

 
 

 
 

高
梁
市
南
町
七
九―

二 
 

 
 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
二
日 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
十
号 

 

森
林
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
□
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

備
前
市
西
片
上
字
城
ケ
谷
二
〇
六
二
の
一 

二 

指
定
の
目
的 

水
源
の
涵か

ん

養 

三 

指
定
施
業
要
件 

 
 

１ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

(1) 

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
□
定
め
な
い
□ 

(2) 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
□
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る 

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
□ 

(3) 

間
伐
に
係
る
森
林
は
□
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

２ 

立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

□
□
次
の
と
お
り
□
は
省
略
し
□
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
備
前
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
□
□ 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
十
一
号 

 

森
林
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
□
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
虫
明
字
瀬
二
四
四
八
の
四 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

解
除
の
理
由 

 
 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

 

一 

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
虫
明
字
瀬
二
四
四
六
□
二
四
四
七
□
二
四
四
八
の
四 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

魚
つ
き 

三 

解
除
の
理
由 

 
 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
十
二
号 

 
 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
□ 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
□
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
□ 

 
 
 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
一
般
国
道 

 

二 

路 

線 

名 

四
八
二
号 

三 

道
路
の
区
域 

 
 一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

中
福
田
湯
原
線 

三 

道
路
の
区
域 

     

  

真
庭
市
蒜
山
中
福
田
字
四
久
保
田
三
六
一
番
一

八
地
先
か
ら 

真
庭
市
蒜
山
中
福
田
字
四
久
保
田
三
五
六
番
五

地
先
ま
で 

 

真
庭
市
蒜
山
中
福
田
字
四
久
保
田
三
六
一
番
一

八
地
先
か
ら 

真
庭
市
蒜
山
中
福
田
字
四
久
保
田
三
五
六
番
五

地
先
ま
で 

 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 
新
旧

別 

七
・
四
□ 

一
五
・
四 

一
〇
・
五
□ 

二
七
・
七 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

四
四
・
二 

四
四
・
二 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 

  

真
庭
市
蒜
山
中
福
田
字
四
久
保
田
三
六
一
番
九

地
先
か
ら 

真
庭
市
蒜
山
中
福
田
字
原
ノ
前
三
五
四
番
五
地

先
ま
で 

 

真
庭
市
蒜
山
中
福
田
字
四
久
保
田
三
六
一
番
九

地
先
か
ら 

真
庭
市
蒜
山
中
福
田
字
原
ノ
前
三
五
四
番
五
地

先
ま
で 

 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

五
・
九
□ 八

・
四 

一
〇
・
八
□ 

一
五
・
〇 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

一
六
八
・
〇 

一
六
八
・
〇 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

中
福
田
湯
原
線 

三 

道
路
の
区
域 

  

  

真
庭
市
蒜
山
西
茅
部
字
稲
荷
田
五
六
五
番
地
先

か
ら 

真
庭
市
蒜
山
西
茅
部
字
ガ
ガ
ラ
五
八
九
番
地
先

ま
で 

 

真
庭
市
蒜
山
西
茅
部
字
稲
荷
田
五
六
五
番
地
先

か
ら 

真
庭
市
蒜
山
西
茅
部
字
ガ
ガ
ラ
五
八
九
番
地
先

ま
で 

 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

九
・
五
□ 

一
六
・
二 

一
二
・
四
□ 

一
七
・
三 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

三
一
・
七 

三
一
・
七 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
十
三
号 

 
 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
□ 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
□
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
□ 

 
 
 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

    

県
道 

県
道 

一

般

国

道 道

路

の

種

類 

 

中
福
田
湯
原

線 中
福
田
湯
原

線 四
八
二
号 

路

線

名 

真
庭
市
蒜
山
西
茅
部
字
稲
荷
田
五
六
五
番
地
先
か
ら 

真
庭
市
蒜
山
西
茅
部
字
ガ
ガ
ラ
五
八
九
番
地
先
ま
で 

 

真
庭
市
蒜
山
中
福
田
字
四
久
保
田
三
六
一
番
九
地
先

か
ら 

真
庭
市
蒜
山
中
福
田
字
原
ノ
前
三
五
四
番
五
地
先
ま

で 

 

真
庭
市
蒜
山
中
福
田
字
四
久
保
田
三
六
一
番
一
八
地

先
か
ら 

真
庭
市
蒜
山
中
福
田
字
四
久
保
田
三
五
六
番
五
地
先

ま
で 

 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間 

令
和
八
年
二 

月
六
日 

供
用
開
始

年

月

日 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



□
四
八
□
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
□
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
□
次
に
掲
げ
る
農
業
振
興
地
域
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
□ 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

備
前
農
業
振
興
地
域 

 

□
□
次
の
と
お
り
□
は
省
略
し
□
そ
の
関
係
図
書
を
岡
山
県
農
林
水
産
部
農
村
振
興
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 
 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



□
四
九
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知

が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

和
気
郡
和
気
町
保
曽

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
三
級
基
準
点
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日
か
ら

同
年
三
月
二
十
七
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



□
五
〇
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
岡
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

岡
山
市
全
域 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
数
値
地
形
図
修
正
及
び

３
Ｄ
都
市
モ
デ
ル
作
成
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

終

了

年

月

日 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



□
五
一
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

真
庭
市
大
庭
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
基
準
点
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日 

終

了

年

月

日 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



□
五
二
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
富
原
字
近
政
三
八
一
番
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
駅
南
二
丁
目
二
七
番
地
一
四
ヌ
□
ベ
ル
ア
ン
ジ
□
Ⅱ
一
〇
五 

伊
藤 

洸
輝 

伊
藤 

美
希 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
七
九
号 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



□
五
三
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
宿
字
池
ノ
下
一
七
一
六
番
三 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
井
尻
野
二
四
六
番
地
一 

ビ
レ
□
ジ
大
平
二
〇
五 

妹
尾 

広
大 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
〇
〇
号 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



□
五
四
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
溝
口
字
土
野
一
六
二
番
六
□
一
六
二
番
七
□
一
六
二
番
八
□
一
六
三
番
一
□
一
六
三
番
二
□

一
六
四
番
七
□
一
六
二
番
四
の
一
部 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

総
社
市
北
溝
手
二
三
五
番
地 

株
式
会
社
エ
ン
ス
イ
工
業 

代
表
取
締
役 

難
波 
佳
代 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
十
月
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
六
一
号 

 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



□
五
五
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
□
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
溝
口
字
土
野
一
六
二
番
六
□
一
六
二
番
七
□
一
六
二
番
八
□
一
六
三
番
一
□
一
六
三
番
二
□

一
六
四
番
七
□
一
六
二
番
四
の
一
部 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
□
下
水
道 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
□
開
発
登
録
簿
は
□
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
□
□ 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

総
社
市
北
溝
手
二
三
五
番
地 

株
式
会
社
エ
ン
ス
イ
工
業 

代
表
取
締
役 

難
波 

佳
代 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
十
月
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
六
一
号 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
六
号 

 

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
□
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
□
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

大 
 

林 
 

裕 
 

一 

 

表
老
人
ホ
□
ム
の
項
中
□
特
別
養
護
老
人
ホ
□
ム
長
船
荘
□
を
□
特
別
養
護
老
人
ホ
□
ム
グ
ラ
ン
デ

□
ア
あ
じ
さ
い
□
に
改
め
る
□ 

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



 

◎
岡
山
・
香
川
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

　

岡
山
・
香
川
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
六
十
五
回

 
岡
山
・
香
川
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

 

　
　

令
和
八
年
二
月
六
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

 
 

岡
山
・
香
川
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会　
　

長　
　

北　
　

尾　
　

登 

史 

郎　
　
　

 

一　

日
時　

 

　
　

令
和
八
年
二
月
十
八
日
（
水
）

 

　
　

午
後
二
時
か
ら

 

二　

場
所　

香
川
県
高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
一
番
一
号 

　
　

高
松
港
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル　

七
階
会
議
室

 

　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
七
）
八
五
一

三
四
四
二

―

 

三　

議
題

 

　
　

第
一
号
議
案　

令
和
八
年
度
に
お
け
る
各
種
漁
業
の
入
会
調
整
に
つ
い
て

 

　
　

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号



 

◎
岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

　

岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

 
第
六
十
四
回
岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

 

　
　

令
和
八
年
二
月
六
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会　
　

長　
　

田　
　

沼　
　

政　
　

男　

 

一　

日
時　

 

　
　

令
和
八
年
二
月
十
九
日
（
木
）

 

　
　

午
後
三
時
三
十
分
か
ら

 

二　

場
所　

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
下
山
手
通
四
丁
目
一
八
番
一
号

 

兵
庫
県
立
ひ
ょ
う
ご
女
性
交
流
館　

五
〇
一
会
議
室

 

　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
七
八
）
二
二
一

八
〇
三
一

―

 

三　

議
題

 

　
　

第
一
号
議
案　

令
和
八
年
度
に
お
け
る
各
種
漁
業
の
入
会
調
整
に
つ
い
て 

　
　

第
二
号
議
案　

会
長
及
び
会
長
代
理
の
任
期
満
了
に
伴
う
改
選
に
つ
い
て

令和８年２月６日　岡山県公報　第１２７７５号


